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　第５部では、森林経営管理制度の概要や事務の基本的な流れ等について説明します。森林経営管
理制度の詳細については、林野庁発出通知等を参照してください。林野庁発出通知は、以下の
URLに掲載しています。
　http://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/keieikanri/sinrinkeieikanriseido.html

第１章
森林経営管理制度の
趣旨及び概要

	 森林経営管理制度の趣旨
　我が国の森林資源が本格的な利用期を迎える中、「伐って、使って、植える」という循環利用を
確保していくことが重要となっています。他方、我が国の民有林が小規模・分散的な所有構造にあ
ることに加え、不在村者の増加等により、適切な林業経営や森林管理がなされず、森林の多面的機
能の発揮に支障が生じている森林もあります。
　そのため、森林の経営管理の集積・集約化を図り、林業経営の効率化や森林の管理の適正化の一
体的な促進を図る必要があります。これまで、森林経営計画制度（「第４部　森林経営計画」参照）
等により、面的なまとまりのある森林を確保して効率的な森林の施業等に取り組んできたところで
すが、平成30年時点で集積・集約化された私有林人工林の割合は約３割となっています。
　このような既存の取組に加え、経営管理が行われていない森林について集積・集約化を加速化さ
せるべく、平成30年５月に「森林経営管理法」（平成30年法律第35号）が成立し（平成31年４月１
日施行）、公的主体である市町村が中心となって森林の経営管理の集積・集約化を進める「森林経
営管理制度」が措置されました１）。

	 森林経営管理制度の概要
　森林経営管理制度では、次の①から⑥までの仕組みを講じることとしています。
①�森林所有者に適切な経営管理を促すため、経営管理の責務を明確化するとともに、
②�市町村は、経営管理が行われておらず、当該市町村に経営管理を集積し、経営管理を行う必要
がある森林を対象に森林所有者の意向を確認（経営管理意向調査を実施）し、

③�森林所有者から経営管理の委託の希望等があった森林について、森林所有者から同意を得て経
営管理権集積計画を定め、経営管理について委託を受ける（経営管理権の取得）。

④その上で、
ア�　林業経営に適した森林について、都道府県が公募・公表している民間事業者の中から再委
託に応じる者があった場合には、市町村は経営管理実施権配分計画を定め、森林の経営管理

1

2

１）森林経営管理法における「経営管理」は、「地域森林計画の対象森林について自然的
経済的社会的諸条件に応じた適切な経営又は管理を持続的に行うこと」です。ここでの「経
営」は林業経営、「管理」は森林管理を意味します。
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を民間事業者に再委託する（経営管理実施権の設定）。
イ�　林業経営に適さない森林等で、民間事業者に再委託しない森林については、市町村自ら経
営管理を行う（市町村森林経営管理事業）。

⑤�共有者不明森林や所有者不明森林、確知所有者から同意を得られない森林についても、一定の
手続きを経て経営管理の委託を受けることができる。

⑥�この他、市町村は、伐採又は保育が実施されておらず、かつ、引き続き伐採又は保育が実施さ
れないことが確実であると見込まれる森林について、災害等を防止するため必要な措置を講ず
べきことを命ずること（災害等防止措置命令）ができるほか、自らこれを行うことができる。

図5-1　森林経営管理制度（森林経営管理法）の概要
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　森林経営管理制度は、市町村が主体となって森林の経営管理の集積・集約化を進める制度です。
この章では、市町村が行う森林経営管理制度の基本的な事務について記載します（全体の事務の流
れは図5-2参照）。

第２章
森林経営管理制度の
基本的な事務の流れ

図5-2　森林経営管理制度の事務全体の流れ
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	 経営管理権集積計画の作成等

（1）経営管理意向調査の準備作業

　市町村は、地域森林計画の対象森林のうち、経営管理が行われておらず、当該市町村に経営管理
を集積し経営管理を行う（経営管理権集積計画を定める）必要がある森林について、森林所有者に
経営管理の意向を確認（経営管理意向調査）することが必要です。
　しかし、森林面積が大きい市町村では、一度に全ての森林について経営管理意向調査を行うこと
は難しいと思いますので、地域の実情に応じて優先順位を決めて計画的に実施することを想定して
います。
　そのためには、経営管理意向調査を実施する前に、区域内の森林において森林簿等により施業履
歴や森林経営計画の有無等を確認し、経営管理意向調査の対象森林を抽出するとともに、林地台帳
等により森林所有者情報を確認し、経営管理意向調査の実施年度を整理した実施計画を作成するな
どの準備作業を進めておくことが重要です。また、本作業を進めるに当たっては、地域の森林・林
業関係者はもとより、地域住民の方々とも連携することが望ましいと考えています。
　なお、経営管理が行われていない森林とは、森林の多面的機能の発揮のために間伐等の施業を実
施すべきにもかかわらず、長期間にわたって施業が実施されていない森林です。目安としては、最
後の間伐から10年以上経過している森林等が考えられます。

1

図5-3　経営管理意向調査の実施計画イメージ（令和元年に作成したものを想定）
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（2）経営管理意向調査の実施

　経営管理意向調査は、市町村が森林所有者に対して、経営管理の現況（間伐の実施や見回り等の
管理の実施状況）や見通し（今後自ら経営管理を行う、市町村に経営管理を委託する等の意向）等
を聞く調査ですので、森林所有者の方が法の趣旨や内容を十分に理解した上で回答いただくことが
重要です。そのため意向調査票の郵送のみならず、集落座談会の開催や訪問調査、市町村の広報等
を活用した周知などを行うことが望ましいです。経営管理意向調査を郵送で実施する場合は、制度
の概要を記載したパンフレットや所有山林の現在の状況等の情報を同封することが望ましいです。

（3）経営管理権集積計画の作成

　経営管理意向調査において森林所有者から市町村に経営管理を委託することを希望する旨の回答
があった場合又は森林所有者が市町村に経営管理の委託を申し出てきた場合であって、市町村が当
該森林の経営管理権を取得することが必要かつ適当と認める場合には、経営管理権集積計画の作成
手続を行います。
　経営管理権集積計画とは、森林所有者と市町村の受委託関係について記載された行政計画です。
　市町村は、経営管理権集積計画を公告することで経営管理権を取得し、当該森林について、経営
管理権集積計画に定められた内容の経営管理を行うことが可能となります。
　具体的な経営管理権集積計画の記載事項とその内容は、次の表5-1のとおりです。市町村は、森
林所有者と協議の上、表5-1の記載事項について定めることとなります。ただし、経営管理権集積
計画は、地方公共団体の森林の整備及び保全に関する計画との調和が保たれている計画でなければ
ならないため、地域森林計画や市町村森林整備計画に定められた施業方法等に沿って作成する必要
があります。

（4）経営管理権集積計画の作成に当たっての留意点

　市町村は経営管理権を取得した後、林業経営に適した森林については民間事業者に経営管理実施
権を設定し、林業経営に適さない森林については市町村自ら経営管理を行います。
　民間事業者に経営管理実施権を設定する場合には、経営管理実施権配分計画を作成する必要があ
り、その存続期間や経営管理の内容等は経営管理権集積計画の記載事項の範囲内で定める必要があ
ります。このため、林業経営に適した森林又はその可能性がある森林において経営管理権集積計画
を定める場合には、経営管理実施権配分計画を定めた場合の内容等も記載する必要があります。

（5）経営管理権集積計画への関係権利者の同意取得、公告・縦覧

　経営管理権集積計画は、公告することで経営管理権等が設定されますが、その前に、対象森林の
森林所有者や賃借権等の使用収益権を有する者（関係権利者）全員の同意を得る必要があります。
経営管理権集積計画について関係権利者の同意が得られた後、市町村が経営管理権集積計画を公告
することで市町村は経営管理権を取得します。なお、経営管理権については、公告の後、新たに当
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表5-1　経営管理権集積計画の記載事項とその内容

記載事項 記載内容

一�　集積計画対象森林の所在、地番、地
目及び面積

経営管理権を設定する森林の所在、地番、地目及び地番ごと
の面積について記載

二�　集積計画対象森林の森林所有者の氏
名又は名称及び住所

当該経営管理権集積計画の当事者となる森林所有者（共有林
の場合は共有者全員）の氏名又は名称及び住所を記載

三�　市町村が設定を受ける経営管理権の
始期及び存続期間

「始期」には、一の森林について経営管理権に基づく経営管
理を開始する時期を記載
「存続期間」には、一の森林について経営管理権に基づく経
営管理を行う期間を記載

四�　市町村が設定を受ける経営管理権に
基づいて行われる経営管理の内容

一の森林において、経営管理権に基づいて行う立木の伐採、
木材の販売、造林及び保育の具体的な方法等を記載

五�　販売収益から伐採等に要する経費を
控除してなお利益がある場合において
森林所有者に支払われるべき金銭の額
の算定方法並びに当該金銭の支払の時
期、相手方及び方法

一の森林における経営管理権に基づく経営管理により発生す
る利益の算定方法並びにその支払の時期、相手方及び方法に
ついて記載

六�　集積計画対象森林について権利を設
定し、又は移転する場合には、あらか
じめ、市町村にその旨を通知しなけれ
ばならない旨の条件

森林所有者が、当該集積計画対象森林について権利を設定し、
又は移転する場合には、あらかじめ、市町村にその旨を通知
しなければならない旨を記載

七�　存続期間の満了時及び経営管理権集
積計画に基づく委託が解除されたもの
とみなされた時における清算の方法

市町村が森林所有者に対して支払うべき金銭がある場合は、
その金銭を支払う相手方及びその方法を記載すること。なお、
森林所有者が金銭を負担する可能性がある場合には、森林所
有者が金銭を市町村に支払う方法も記載

八�　その他農林水産省令で定める事項 市町村が設定を受ける経営管理権及び森林所有者が設定を受
ける経営管理受益権の条件その他経営管理権及び経営管理受
益権の設定に係る法律関係に関する事項（三から五まで及び
七に掲げる事項を除く。）を記載

例：経営管理権の設定を受けた市町村又はその委託を
受けて施業を実施する者は、経営管理の実施にあたり、
経営管理権が設定された森林に立ち入り、森林作業道
等の施設を設置し又は設置した施設を利用できること。
また、経営管理実施権の設定を受けることを希望する
民間事業者は、経営管理権が設定された森林に立ち入
ることができること。

等

p
q
q
q
r

t
u
u
u
v
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該森林の森林所有者となった者に対しても、その効力があります。そのため、経営管理権の存続期
間中は、新たな森林所有者に不利益が生じることを防ぐ観点から誰でも経営管理権が設定されてい
ることを確認できるように当該経営管理権集積計画を縦覧することとしています。

（6）経営管理権集積計画の作成手続の特例

　経営管理権集積計画を作成するに当たっては、関係権利者全員の同意を得たものである必要があ
るため、森林所有者の全部又は一部が不明な森林や森林所有者が今後の経営管理の意向を示さず、
かつ経営管理権集積計画への同意・不同意を明らかにしない森林については、経営管理権を取得で
きません。
　この場合、林業経営の効率化や森林の管理の適正化の一体的な促進が図られなくなってしまうこ
とから、このような森林についても経営管理権を取得することが可能となるよう、経営管理権集積
計画の作成手続の特例が措置されています。
　共有林において、森林所有者（共有者）の一部が不明であるが、知れている共有者の全員が定め
ようとする経営管理権集積計画に同意している場合には、市町村が戸籍謄本等により不明な共有者
を探索し、なお不明な場合は、定めようとする経営管理権集積計画及び共有者が不明な旨等の事項
を６月の間公告し、不明な共有者から異議の申出がなければ、同意があったものとみなし、経営管
理権集積計画を定めることができます。
　森林所有者の全部が不明の場合には、市町村が戸籍謄本等により不明な森林所有者を探索し、な
お不明な場合は、定めようとする経営管理権集積計画及び森林所有者が不明な旨等の事項を６月の

図5-4　経営管理権集積計画の作成手続の特例
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間公告し、森林所有者から申出がなければ、都道府県知事に裁定を申請します。都道府県知事が裁
定をした場合には、不明な森林所有者からの同意があったものとみなし、経営管理権集積計画を定
めることができます。
　森林所有者が今後の経営管理の意向を示さず、かつ経営管理権集積計画への同意・不同意を明ら
かにしない森林や自ら経営管理を実施する旨の意向を示したにもかかわらず、その後経営管理を実
施していない森林については、市町村の長が森林所有者に対して、定めようとする経営管理権集積
計画に同意すべき旨を勧告し、２月以内に同意しない場合は、同意勧告の日から６月以内に都道府
県知事に裁定を申請します。都道府県知事は、森林所有者に意見書の提出の機会を与えた上で裁定
を行います。都道府県知事が裁定をした場合には、森林所有者からの同意があったものとみなし、
経営管理権集積計画を定めることができます。
　なお、当該勧告を行う場合には、当該森林が長期間にわたって施業が実施されていない森林であ
り、かつ勧告を行う前に、森林所有者の意向等を聴取するなどした上で、勧告すべき事項について
十分検討等を行うこととします。

	 市町村森林経営管理事業
　市町村は経営管理権を取得した森林のうち、林業経営に適さない森林で、民間事業者に経営管理
実施権を設定しない森林や経営管理実施権を設定するまでの間の森林については、経営管理権集積
計画に定められた経営管理の内容に基づき、市町村森林経営管理事業を行うこととなります。
　このため、経営管理の内容については、その森林の自然的条件等の状況を踏まえ、例えば、自然
的条件が悪く、今後とも経済的に成り立たない森林においては、間伐を繰り返して複層林化する、
自然的条件が良く、経済的に成り立つと見込まれるものの、民間事業者に経営管理実施権を設定で
きていない森林においては、間伐により長伐期施業を実施する等を定めておく必要があります。
　また、市町村森林経営管理事業の実施に当たっては、当該事業を民間事業者に発注すること等に
より、民間事業者の有する技術的能力の活用に配慮する必要があります。

2
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	 経営管理実施権配分計画の作成
　市町村は経営管理権を取得した森林のうち、林業経営に適した森林について、民間事業者に経営
管理実施権の設定を行おうとする場合には、経営管理実施権配分計画を作成することとなります。

（1）民間事業者の選定

　市町村が経営管理実施権を設定できる民間事業者は、都道府県が森林経営管理法の規定により公
募し、一定の要件に適合する者として公表する民間事業者です。一定の要件に適合する者とは、①
経営管理を効率的かつ安定的に行う能力を有すると認められ、かつ②経営管理を確実に行うに足り
る経理的な基礎を有すると認められる者です。具体的には、素材生産の生産量の増加や生産性の向
上について目標を有している、主伐及び主伐後の再造林を一体的に実施する体制を有している等に
適合する者です。
　市町村は、都道府県が公表する民間事業者の中から経営管理実施権配分計画の記載事項について
提案を求め、当該提案を適切に審査及び評価した上で、経営管理実施権を設定する民間事業者を選
定します。この選定は、公正で過程の透明化が図られた方法により行われる必要があるため、評価
方法等を事前に公表するとともに、評価後にその結果を公表する必要があります。

3

図5-5　民間事業者選定の流れ

（2）経営管理実施権配分計画の作成

　市町村は選定した民間事業者に経営管理実施権の設定を行おうとする場合には、経営管理実施権
配分計画を作成します。経営管理実施権配分計画は、経営管理権集積計画と同様の行政計画で、市



141

第
５
部

　森
林
経
営
管
理
制
度

第２章　森林経営管理制度の基本的な事務の流れ

町村、民間事業者及び森林所有者の間の受委託関係を定めたものです。市町村が経営管理実施権配
分計画を公告することで民間事業者に経営管理実施権が設定され、設定を受けた民間事業者が当該
経営管理実施権配分計画に定められた内容の経営管理を行うことが可能となります。
　具体的な記載事項は、経営管理権集積計画と同様です（表5-1参照）。その中でも、経営管理の内容、
経営管理実施権の存続期間等の記載事項については、民間事業者からの提案を踏まえて作成するこ
ととなりますが、経営管理の内容に主伐が含まれる場合は、成林に一定の目処がつくよう、経営管
理実施権の存続期間を15年以上（主伐後10年以上）に設定することが必要です。

（3）経営管理実施権配分計画への民間事業者の同意取得、公告・縦覧

　経営管理実施権配分計画は、経営管理実施権の設定を受ける民間事業者の同意が得られているも
のでなければならないため、定めようとする経営管理実施権配分計画に民間事業者から同意を得た
上で、経営管理実施権配分計画を公告します。当該公告により、民間事業者に経営管理実施権が設
定されます。また、経営管理権集積計画と同様に縦覧に供します。

	 災害等防止措置命令等
　市町村の長は、伐採又は保育が実施されておらず、引き続き伐採又は保育が実施されないことが
確実であると見込まれる森林において、災害等の事態の発生を防止するために必要かつ適当と認め
る場合には、当該事態の発生の防止のために伐採、保育等の必要な措置（災害等防止措置）を講ず
べきことを森林所有者に命じることができます。
　さらに、森林所有者が災害等防止措置を講じないとき、または、講じても十分でないとき等の場
合、市町村の長は自ら災害等防止措置を講ずることができます。

4

図5-6　災害等防止措置命令に係る事務の流れ
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　第２章で記載したとおり、市町村は、林業経営の効率化及び森林の管理の適正化の一体的な促進
を図るため、区域内の森林について経営管理が円滑に行われるよう、様々な事務を行うこととなり
ます。
　その中でも、経営管理意向調査の対象森林の選定や優先順位の決定等においては、地域の関係者
の意見を聞いた上で取り組むことが望ましいと考えられるとともに、市町村森林整備計画で定めら
れたゾーニングや施業方法等に沿った経営管理権集積計画及び経営管理実施権配分計画を作成する
等、地域のマスタープランである市町村森林整備計画に基づいて取り組むことが重要となります。
　そのため、森林総合監理士には、市町村が経営管理意向調査の対象森林の抽出、経営管理意向調
査の実施計画の作成、経営管理権集積計画及び経営管理実施権配分計画の作成等を行うに当たって、
地域の関係者との合意形成に向けた支援や、市町村森林整備計画との整合性といった観点から助言
を行うこと等が期待されます。

第３章
森林総合監理士（フォレスター）に

期待されること

森林経営管理制度と森林経営計画の関係について

　経営管理権集積計画及び経営管理実施権配分計画は、市町村や民間事業者が委託を受ける施業の
種類等が記載されているのみであるため、計画的な経営管理のためには森林経営計画の作成が必要
となります。特に、民間事業者が経営管理実施権により経営管理を行う場合、計画的な主伐及び主
伐後の再造林等を行う必要があるため、森林経営計画を作成するよう指導する必要があります。
　なお、経営管理権集積計画及び経営管理実施権配分計画は行政計画ですが、これらの計画を公告
することにより森林所有者や民間事業者との間に受委託関係が発生します。このため、経営委託の
契約書と同様の効果があることから、森林経営計画を作成するにあたり改めて森林所有者との間で
経営委託の契約を締結する必要はありません。


